北海道型ワーケーション・二地域居住促進事業委託業務　業務処理要領（案）
１　目的
北海道では、道内市町村と連携してワーケーションを推進しており、共同実施市町村は令和7年度に141市町村まで増加するなど、道内全域で「北海道型ワーケーション」の取組を実施しているところである。

コロナ禍を経て、「テレワーク移住」や「中高年層による移住」の相談件数が道内で増加傾向にあるほか、国の動きとして「二地域居住」の取組や「ふるさと住民登録制度」が検討されるなど、関係人口の創出・拡大に向けた取組を展開する上で大きな環境の変化が起きていることから、こうした道内外の時流を適切に分析・把握した上で、北海道における新たなワーケーションのスタイルを検討し、更なる関係人口の創出・拡大に向けた取組を展開する必要がある。
２　業務内容
 　１の目的に資するよう、次の（１）～（７）の業務を実施すること。また、実施にあたっては各項に記載の事項を満たすとともに、３にも十分に留意すること。
　なお、提案にあたっては、企業営業の実績値や研修会の開催回数などの実績値（アウトプット）だけでなく、事業効果（アウトカム）が具体的に分かる適切な指標を設定することとするが、ワーケーションにおける市町村と企業等のマッチング件数については業務を通して20件以上となるようにすること。
（１）本道及び全国のワーケーション・二地域居住の動向に係る分析について
　　下記（２）～（７）の事業を実施するにあたり、各種データに基づいた取組を実施する必要があることから、本道及び全国のワーケーションや二地域居住を取り巻く状況について、分析を行うこと。
　ア　本道及び全国のワーケーション・二地域居住関連施策の分析
事業の実施に当たり、国の人口移動調査、観光統計白書、テレワーク人口実態調査、情報通信白書及び民間事業者が保有するビッグデータや、必要に応じて行うアンケート調査の結果といった定量的なデータや、道内外でワーケーションや二地域居住を実践する人々の体験談などを活用した定性的な調査結果などを用いて、本道及び全国におけるワーケーション・二地域居住の動向について分析を行うこと。
なお、提案に当たっては、事業実施期間に用いるデータや分析手法、事業内容への反映状況といった点を詳細に提案すること。
　　　【分析の例】
　 ・業務形態別や年齢層別、居住地別といったテレワーク・ワーケーション実施者の動向の推移
　　　・テレワーク関連施設の利用実績に関する全国と本道の比較
　　　・「テレワーク」「ワーケーション」「二地域居住」といったワードが特に検索されている地域の数量的な把握、属性別の把握
イ　全国におけるワーケーション・二地域居住の取組、プロモーションの事例の分析
　　東京オリンピック・パラリンピック及びコロナ禍におけるワーケーションへのニーズの高まりから、企業の出社回帰や二地域居住関連法の改正といった、ワーケーションや二地域居住を取り巻く環境の変化を鑑み、全国の自治体におけるワーケーション、二地域居住の取組やプロモーションがどのように変化し、どのような事例が効果的なのか分析を行うこと。
　
（２）道内でのワーケーション、二地域居住の積極的な受入
上記（１）の分析結果を踏まえ、北海道における新たなワーケーションのスタイルを確立するため、ワーケーションの推進に取り組む道内市町村が、ワーケーションやテレワーク移住、二地域居住等を実施する首都圏企業等を受け入れる機会を創出することで、北海道での関係人口の創出・拡大を図ること。実施に当たっては、次のア～エを全て満たすこととするほか、（１）の分析結果を踏まえ、企業研修への活用や二地域居住へのステップとしてワーケーションを体験できる機会とするなど、首都圏企業等がそれぞれの多様なニーズに応じた「北海道ならでは」の魅力を感じることができ、その後の当該地域との継続的な関係性が構築されるよう、実施地域や行程を工夫すること。
ア　回数・対象地域
委託期間を通じて、首都圏企業等を対象に受入を行い、受入目標回数を提案すること。対象地域については、委託者と協議の上決定することとする。
イ　実施内容
ワーケーションの実施に当たり、可能な限り、本道の地域資源を活用した体験型コンテンツや、地域課題解決を目的に地域の事業者・住民と交流しながら行うワークショップ、北海道の農業や漁業などの北海道の自然を感じられるコンテンツを含めたプランを検討すること。
また、二地域居住に繋がるような、長期のワーケーションプランなどについても、検討を行うこと。
なお、実施に当たってはワーケーションや二地域居住の有識者をアドバイザーとして招聘し、当該プランに対する意見を聴取するとともに、ウで作成する資料等へ反映させること。
　　ウ　プラン集・啓発媒体の作成
参加者やアドバイザーからの意見を踏まえて改良されたプランを元に、プラン集やプロモーション動画など、企業等への波及効果の高いプロモーションの手法を用いた啓発媒体を作成し、（３）のポータルサイトや道が所管するSNS等に掲載することで、ワーケーションや二地域居住の環境としての北海道の優位性を広くアピールするとともに、道内市町村への呼び込みを加速させること。
　　エ　その他
提案に当たっては、当該事業の目標を設定すること。目標については、定量的かつアウトカムの指標のほか、定性的な指標でも構わないが、定性的な指標の場合は、なぜ定量的な設定ができないか、定性的な目標設定となるのか、その理由を記載すること。
イベント等の実施前には参加者やアドバイザーとの面談を実施し、提案内容の下見を行うなど、参加する際の注意点や重要事項の共有を図り、プラン内容の満足度を向上させること。
また、終了後には、参加者を対象として、体験後の地域とのつながりに関する定期的なフォローアップを実施し、参加の前後を比較して行動変容が図られたかを把握すること。
（３）北海道型ワーケーションポータルサイト(hokkaido-work-vacation.pref.hokkaido.lg.jp)の運営

北海道型ワーケーションや二地域居住に関する一元的な情報発信及びマッチングの場として、既存の「北海道型ワーケーションポータルサイト（以下、「ポータルサイト」という。）」を運営すること。なお、運営にあたっては、（１）の分析結果を踏まえ、閲覧数の増加や掲載内容の充実につながるような工夫を行うこと。
ア　運用期間
委託期間を通じて運用すること。但し、保守などのために計画停止する必要が生じた際にはこの限りではない。
イ　サーバー・ドメインの保守・管理
保守・管理に係る経費は委託料から支出すること。なお、利用するサーバー等については、本業務の委託契約後、委託者と協議の上決定することとするが、サーバー移転が必要な場合、移転費用については委託料から支出すること。
ウ　相談窓口の設置
ポータルサイトを閲覧した企業・個人（以下、「企業等」という。）からの相談・問合せに対応する窓口を設置することとし、問い合わせ先となる電話番号及びメールアドレスを設けること。
なお、電話番号については受託者固有の番号を活用することで差し支えないが、メールアドレスについては、本業務専用のものを利用すること。
エ　掲載内容の追加・更新
閲覧者が最新の情報を得られるよう、委託者や市町村からの要請に応じ、随時、市町村情報・モデルプラン・お知らせ・インセンティブ情報・企業向けワーケーション情報等の追加・更新作業を行うことに加え、子育て世代向けの親子ワーケーションや、道内における二地域居住が促進されるよう中長期でのワーケーションプランを追加するなど、ポータルサイトの閲覧者数増加に努めること。特に、二地域居住関心層向けページに掲載しているワーケーションプランの内容を更新すること。
なお、編集作業については、CMS「WordPress」を利用すること。
オ　その他

閲覧者にとって利用しやすく、北海道型ワーケーションのＰＲに資するポータルサイトとなるような提案・実施を行うこと。
また、相談の有無にかかわらず、ポータルサイトに寄せられた毎月の相談件数及び対応状況については、月末締めの翌月10日までに委託者に報告すること。
なお、委託期間を通じて、ポータルサイトの総閲覧数が50,000回となるよう、広報手段等は工夫をすること。
（４）相談対応・フォローアップ・普及PR

　　　　上記（３）の相談窓口を通じて相談があった場合、相談者のニーズに応じたオーダーメイドのプランを提供する北海道型ワーケーションの魅力を道内外に広く発信するため、きめ細かな相談対応やワーケーション実施までの調整支援、実施後のフォローを行うとともに、道内外の企業や個人に向けた情報発信を積極的に実施すること。また、実施にあたっては次のア～エの全てを満たすこと。
ア　実施に向けた調整支援（滞在プランのコーディネート等）
相談者の世帯構成やニーズを踏まえ、既存のプランのみならず、オンデマンド型のプランを提案するなど、滞在までのきめ細やかな支援を実施すること。市町村や市町村側の受入ノウハウが不足している場合や、実施市町村が複数に跨がる場合など、ワーケーション実施側と市町村側との直接のやりとりのみでは実施に向けた調整に支障が出る場合は、ワーケーションや二地域居住の有識者の意見を聴取するなど、滞在プランのコーディネート等実施に向けた調整支援を図ること。
イ　ワーケーション実施後のフォロー
本事業を通じてワーケーションを実施した企業や個人等に対して体験談の作成依頼やアンケート等を実施し、対外的な周知を図るとともに、今後の業務の参考となるようとりまとめること。
また、ワーケーション実施を通じて企業等と市町村の継続的な関係性が構築されるなど、特徴的な事例に関しては、簡潔な形で事例集としてとりまとめること。
　　ウ　プランの磨き上げ
イで得られた意見を元に、プランをブラッシュアップすること。再考にあたっては、有識者に相談するなど、実施者が課題として挙げた点が解消されるよう工夫すること。
　　エ　ポータルサイトへの反映、プロモーションの実施
ウでブラッシュアップしたプランについては、モデルケースとして必ずポータルサイトへ掲載すること。その際は、プランの新旧（参加者が実践したプラン、見直し後のプラン）及び課題となった点を掲げることで、閲覧者が北海道型ワーケーションのリアルを感じることができるように工夫すること。また、個人情報の取扱いについては留意した上で、世帯構成といった実施者の属性がわかるように掲載すること。
ポータルサイトへ反映させた後は、SNS等を活用してプランの周知を図ること。周知方法については、委託者と協議の上決定することとし、受託者から有効な手段を随時提案することとする。
（５）道外に向けたプロモーションの展開
ワーケーションや二地域居住、テレワーク移住に興味・関心のある道内外企業等に対し、北海道の優位性をアピールし、道内市町村への呼び込みに繋がるようなプロモーションを首都圏等で行うこと。プロモーションの手法に当たっては、イベントの主催のほか、他団体主催のイベントへの参加、道主催の移住関連イベントへのブース出展、道内市町村主催のイベントへの参加などを幅広く検討の上、効果が高い手法を提案すること。なお、企業はもちろん、企業に所属しながら自らワーケーションを実施している企業内個人等が積極的に参加できるよう周知すること。
また、実施にあたっては次のア～イのいずれも満たすとともに、（１）の分析結果を踏まえ、ターゲット層、イベント内容などを検討すること。
提案に当たっては、プロモーションの目標を設定すること。目標については、定量的かつアウトカムの指標のほか、定性的な指標でも構わないが、定性的な指標の場合は、なぜ定量的な設定ができないか、定性的な目標設定となるのか、その理由を記載すること。
ア　開催回数・地域
委託期間を通じて実施することとし、実施目標回数を提案すること。開催（参加）地域等については、効果が高いエリアを設定し、提案すること。
イ　周知方法
プロモーションの実施に当たり、イベント等の開催をする場合は、WEB広告を行うなど、首都圏等企業のほか、フリーランスやフルリモート実践者など広く周知を行い、可能な限り多くの参加者の確保に努めること。
（６）パンフレットの作成
本道へのワーケーションや二地域居住の促進、企業等誘致などに資するため、（２）～（５）のほか、北海道への移住関心層に対する移住相談対応などあらゆる場面で活用できるパンフレットを作成すること。
掲載する内容については、道内に生活拠点を持ちテレワーク移住や二地域居住を行う人のモデルケース（体験談）や、テレワーク移住関心層や二地域居住関心層向けを対象とした中長期ワーケーションプランの情報のほか、（１）の分析結果を踏まえ、受託者がワーケーションや二地域居住の促進について特に必要だと考える内容とすること。
また、掲載するワーケーションプランは、本道を含む二地域居住関心層や本道への移住検討者の参考となるよう、市町村のお試し移住住宅や中長期滞在者向け行政サービスといった市町村の各種制度が活用されるなどの工夫をすること。
加えて、作成した物品については、イベントやSNSでの投稿、Web広告、ポータルサイトへの掲載等を通じて、北海道型ワーケーションに興味関心を持つ層が実施する際の参考にすることができるよう、積極的に活用すること。
なお、作成に係る設備・機材は受託者が調達し、その費用は全て契約金額に含めるものとするほか、著作権関係や個人情報保護の処理を適切に行うこと。
（７）報告書の作成

ア　事業実施の結果報告のみならず、適切な指標に基づく委託業務の効果に関する評価を含む事業実施結果報告書を作成し、紙媒体により２部（正本１部、副本１部）及び電子媒体１部により提出する。
イ　本事業における成果品（データ）の所有権及び著作権は道に帰属するものとし、著作権、肖像権等に関して権利者の許諾が必要な場合は、受託者において必要な権利処理を行うものとする。
３　業務実施にあたる留意事項
（１）実施にあたっては、市町村、「北海道型ワーケーション推進協議会」構成団体、観光庁等が主導する「テレワーク・ワーケーション官民推進協議会」等との連携を図り、事業効果を高めるための手法や工夫を取り入れた内容とすること。
（２）旅行業法など関連法規に抵触しないよう細心の注意を払い、特に実施に向けた調整支援（滞在プランのコーディネート等）の業務にあたっては、予約先、手配先の案内に留めること。

（３）この事業により知り得た個人情報を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない（この事業が終了した後においても適用するものとする）。

（４）業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできないことから、再委託とならないよう、必要に応じて首都圏に所在する事業者等とのコンソーシアム（複数法人による連合体）により実施すること。

　　また、主たる部分に当たらない業務であっても第三者に委託、又は請け負わせる予定がある場合には、その旨、事前に委託者の承諾を得ること。
４　業務実施方法
（１）受託者は、上記業務について、委託者と協議のうえ、実施するものとする。
（２）受託者は、毎月末及び委託者の要請があった際に速やかに業務の進捗状況を報告するほか、業
務の実施に当たり、不明な点があれば、随時委託者の指示を求め、適切に業務を完成させるものとする。
５　実績報告等　　
（１）受託者が、契約書第12条に基づき委託業務完了後に提出する実績報告書は、委託先様式第１号によるものとする。
（２）受託者が、契約書第12条に基づき委託業務完了後に提出する収支精算書は、委託先様式第２号によるものとする。

６ 提出書類

５の収支精算書を提出するときは、次の書類を添付するものとする。なお、委託期間中の現地
調査、業務の処理状況に関する報告等において、随時提出を求めることがあるので常に整備しておくこと。
（１）人件費
業務日誌(写)、出勤簿(写)、給与台帳(写)、給与支払明細書(写)、雇用契約書(写)、標準報酬決定通知書(写)、領収書(写)及び銀行等の振込受取書(写)又はこれらに類する書類

（２）旅費
出張命令書(写)、出張復命書(写)（出張内容がわかる資料）、交通費等の領収書(写)等及び銀行等の振込受取書(写)又はこれらに類する書類

（３）その他の経費
請求書(写)、契約書(写)、発注書(写)、納品書(写)、領収書(写)及び銀行等の振込受取書(写)又はこれらに類する書類
（４）インターネットバンキングを利用して経費の支払を行ったときは、画面の写しを提出すること。
７ 再委託について

（１）再委託は原則禁止とする。必要により業務の一部を再委託しようとするときは、あらかじめ次の書面を提出し委託者の承諾を得なければならない。
 ア 次の事項を記載した書面

(ｱ) 再委託の相手方の商号又は名称及び住所

(ｲ) 再委託する業務の範囲

(ｳ) 再委託する理由及びその必要性

(ｴ) 再委託の契約金額

(ｵ) 再委託の相手方に対する業務の管理履行体制

(ｶ) 再委託の相手方の履行実績、組織体制、職員の状況

イ 再委託の相手方の法令等を遵守する旨の誓約書

（２）再委託の承諾を得た場合は、受託者が再委託の相手方への管理監督を行うものとする。
（３）再委託の相手方に対して道との契約書を準用した約定、契約内容や留意事項の十分な説明と理解を得るものとする。
（４）再委託の相手方が第三者に委託することのないよう受託者から再委託の相手方に指導すること
８ その他

（１）受託者は、委託期間中及び業務完了後における現地調査に協力すること
（２）受託者は、委託業務に関する帳簿及び書類を備え、委託業務に要した経費とそれ以外の経費を区別することができるよう整理すること。
（３）委託業務に要したことが確認できない経費は、当該経費を除き委託料の額を確定する。
（４）この要領に定めのない事項については、委託者の指示によるものとする。
（５）受託者は、契約の締結後、速やかに本業務に関する業務処理計画書を委託者に提出すること。
（６）受託者は契約書第14条に基づき概算払の請求をするときは、委託先様式第３号を委託者に提出すること。

（７）本事業において発生した成果品の所有権及び著作権は道に帰属するものとし、著作権、肖像権等に関して権利者の許諾が必要な場合は、受託者において必要な権利処理を行うこと。
（８）受託者は、本業務の実施等に際し不明な点が生じたときは、その都度委託者と協議を行い、業務の円滑かつ適切な実施に努めるものとする。

（９）委託者は、受託者に対し、業務の執行状況等について、必要に応じ報告を求めることができる。　

（10）この要領に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
